
令 和 ５ 年 ３ 月 ３ 日

(警務部広報県民課)

相談等取扱いの状況等（令和４年中）について

１ 相談等取扱いの状況

○ 相談等取扱件数については、平成30年以降増加傾向にあったが、令和４年は、

令和３年と比較して、減少(－５％)した。

○ 相談等内容の内訳は、多い順に、刑事関係（13％）、家庭･職場･近隣関係（10

％）、サイバー関係、交通指導取締り関係及び迷惑行為が（７％）であった。

○ 相談受理件数の内訳は、警察本部（18％）、警察署では、多い順に、佐賀南警

察署（16％）、鳥栖警察署（14％）、唐津警察署（14％）となっている。

２ 相談等にかかる各種取組等

⑴ 警察以外の機関との連携強化

ア 警察への相談内容は複雑多岐にわたり、相談者に丁寧に対応するためには行政機関

等と連携した対応が求められるものも多く、警察のみでは十分な対応が困難な場合があ

ることから、市町福祉部門をはじめ各種行政機関等の連携先を職員に周知した。

イ 特に、民事上のトラブル等の相談が多く寄せられている現状から、認証団体

｢かいけつサポート｣(注)との協力関係を構築し、県民サービスの向上に努めた。

(注) 「かいけつサポート」は、民事上の様々なトラブルに対し、法務大臣が認証した民間事業者が裁判以外の

方法で解決を図るサービスで、佐賀県では佐賀県司法書士会、佐賀県社会保険労務士会の２機関。

⑵ 相談者の立場に立った相談対応等の講演会の開催等

ア 市民応接に詳しい部外講師を招へいし、自分の感情と上手に向き合い、円滑

なコミュニケーションを構築することを目的とした講演会を実施し、職員の相

談対応能力の向上を図った。

イ 警察本部幹部による警察署の巡回や監察により、警察署の相談等取扱票等の

作成状況等について、定期的な確認を継続して実施した。

⑶ 警察署幹部の主な意見

関係訓令上、各警察署の相談等取扱責任者に指定されている警察署警務課長に

アンケートを実施したところ、主な意見は下記のとおりである。

ア 丁寧な対応に変化したかとの問いに全員が｢かなり思う」｢少し思う」と回答

イ 負担増加を感じるかとの問いに７割が｢あまり感じない」｢感じない｣と回答


